
           

 

令和６年５月 14日 

愛知県信用保証協会 

 

三河地区の事業改善、資金繰りでお困りの事業者の皆様に向けて 

愛知県中小企業活性化協議会と初の合同相談会を開催します 
 

愛知県信用保証協会（理事長：石原 君雄）（以下「協会」という。）は、愛

知県中小企業活性化協議会（以下「協議会」という。）と共同で、事業改善、資

金繰り支援でお困りの中小企業・小規模事業者（以下「事業者」という。）の皆

様に向けて初の合同相談会を開催します。 

この相談会は、三河地区で信用保証付き融資を利用する事業者、または事業

者の同意を得た金融機関を対象に、６月 12 日に協会の西三河支店（岡崎市）、

７月 10日に東三河支店（豊橋市）にて開催され、以降は、それぞれ隔月で第二

水曜日に開催します。 

協議会では、この相談会を契機として、自動車関連産業等が集積する三河地

区の事業者の経営改善支援や事業再生支援、再チャレンジ支援に注力していく

方針です。 

協会としても、物価高騰や人手不足の影響等により依然として厳しい状況に

置かれている事業者が数多く存在しているなか、事業者の実情に応じて、必要

な支援を行うため、協議会と連携して相談会を開催するものです。 

相談会は事前予約制で、以下の協会の公式ホームページまたはＦＡＸにてお

申込みいただけます。 

＜ＵＲＬ＞ https://www.cgc-aichi.or.jp 

＜ＦＡＸ＞ 052-454-0372 

 

愛知県中小企業活性化協議会について 

中小企業活性化協議会は中小企業の財政的安定のための収益力改善をはじ

め、借入金返済等の課題を抱えた中小企業の経営再建の取組を支援する、国

が設置する公正中立な機関です。 

産業競争力強化法の規定に基づき、すべての都道府県に設置されていま

す。愛知県は名古屋商工会議所が受託し、運営を行っております。中小企業

の経営課題に幅広く対応し、地域の支援機関・士業専門家と連携し、地域全

体でバックアップをいたします。 

https://www.cgc-aichi.or.jp/





	１(案)ニュースリリース　愛知県中小企業活性化協議会と初の合同相談会を開催します
	２(案)西三河・東三河出張相談会チラシ

